
 

 

 

 

◎ 障害者の方 や その家族の方々等の相談窓口です。                             

 

＜相談内容＞           

・財産管理、相続、契約、金銭管理など 

    ・職場、家族関係での悩み 

    ・生活、人権問題に関すること 

    ・福祉サービス、医療、教育に関すること 

    ・弁護士による法律相談 ……など 

    ・その他 

           ※ 個人の秘密は堅く守ります。 

                                

          ☆一般相談  
         ・火曜日～土曜日（祝祭日､年末年始を除く）  
         ・午前９：００ ～ 午後４：００ 
         ・休日や時間外は留守番電話で対応しています。 
                                           
  
  ☆弁護士相談（無料）  
         ・当センターへ弁護士に来ていただき面談での相談 

         ・毎月第３火曜日､午後１：３０～４：３０(要予約) 
 

しょう   が  い   しゃ     ひ  ゃ  く  と  お   ば  ん 

 

この事業は山梨県より「障害者権利相談事業」として､委託を受けたものです。 


